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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定により実施した令和元

年度財政援助団体等監査の結果は次のとおりです。 
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令和元年度 財政援助団体等監査結果報告書 

 

第１ 監査の種類 

   財政援助団体等監査（地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく監査） 

 

第２ 監査の概要 

１ 監査実施日 

  令和元年１１月２５日（月） 

 

２ 監査の対象とした団体・所管部局（課） 

財政援助団体監査 

団 体 名 補 助 金 名 所管部局(課) 

小山田川沿岸土地改良区 

小山田川沿岸土地改良区補助金 

農林振興部 

農村整備課 

栗原市瀬峰地区農業用排水機維持管理事業補助金 

栗原市土地改良事業補助金 

農業経営高度化支援事業補助金（大里地区） 

農業経営高度化支援事業補助金（上富地区） 

 

３ 監査の範囲 

平成２９年度及び平成３０年度の補助金に係る出納その他の事務の執行状況 

 

４ 監査の方法 

  事前又は当日に提出（提示）を求めた所管課及び団体の関係書類等をもとに、交付 

された補助金等が当該団体において正しく受け入れられ、その目的及び条件に従って 

執行されているか等に主眼を置いて試査・照合し、その事務処理の適法性等を検証し 

ました。 

  なお、監査にあたっては、所管課の担当職員及び団体の責任者等から説明を聴取し、 

実施しました。 

 

第３ 監査の結果 

  平成２９年度及び平成３０年度における当該財政援助等に係る出納その他の事務の

執行については、おおむね適正かつ効率的に執行されているものと認められました。 

なお、監査の過程で見受けられた事務処理上の留意事項は、別途通知しています。  



 

 

１ 監査時において所管課に提出（提示）を求めた関係書類等 

（１）補助金交付申請書類の写し 

（２）補助金交付決定通知書の写し 

（３）補助金実績報告書類の写し 

（４）補助金額を決定した関係書類等 

 

２ 監査時において団体に提出（提示）を求めた関係書類等 

（１）沿革 

（２）組織図 

（３）事業計画書 

（４）予算書 

（５）事業報告書 

（６）決算書類（３ヵ年分） 

（７）定款、諸規程 

（８）役員関係書類（名簿等） 

（９）事務分担表 

（10）出納関係の帳票等 

（11）補助金交付申請書及び実績報告書の作成根拠資料 

（12）監事監査の実施関係書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

小 山 田 川 沿 岸 土 地 改 良 区 

 

団体の概要 

 

１ 設立 

昭和２６年７月２日 

 

２ 設立目的 

小山田川沿岸土地改良区は、昭和２６年７月に認可を受け、小山田川沿岸耕地整理

組合から組織変更により設立された。 

平成１４年６月には、小山田川沿岸地域内の下藤沢土地改良区、四ツ壇原土地改良

区、野沢土地改良区、迫川沿岸第四土地改良区の４土地改良区を吸収合併する。 

農業生産の基盤整備及び開発を図り、農業の生産性の向上、農業総生産の増大、

農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。 

 

３ 事務所の所在地 

  栗原市高清水上桂葉２３番地１ 

 

４ 組織等（令和元年６月１日現在） 

（１）地区総面積 １，３０７．３１ｈａ 

    ※区域：栗原市高清水・瀬峰地区の一部、大崎市田尻・古川・岩出山地区の一

部、登米市迫地区の一部 

（２）組合員数 １，０１５人（総代数 ４３人） 

  （３）役 員 数 １６人（理事長１人、副理事長１人、理事１１人、監事３人）  

  （４）職 員 数  ６人（総務課長１人、管理兼工事係長１人、ほ場整備兼庶務 

係長１人、会計主任兼会計係長１人、主事２人） 

 

５ 事業概要（小山田川沿岸土地改良区定款第４条） 

  土地改良事業計画、定款、規約及び管理規程に定めるところにより、次に掲げる土

地改良事業を行う。  

（１）農業用用排水施設及び農業用道路の維持管理 

（２）農業用用排水施設及び農業用道路の新設改修 

（３）区画整理 

（４）暗渠排水 

（５）災害復旧 

 



 

 

６ 補助金の状況  

平成２９年度及び平成３０年度に栗原市から交付された補助金 

                                (単位：円) 

補  助  金  名 平成２９年度 平成３０年度 

小山田川沿岸土地改良区補助金 

栗原市瀬峰地区農業用排水機維持管理事業補助金 

栗原市土地改良事業補助金 

農業経営高度化支援事業補助金（大里地区） 

農業経営高度化支援事業補助金（上富地区） 

8,000,000 

670,493 

100,000 

0 

0 

8,000,000 

656,007 

0 

6,763,000 

3,695,000 

合     計 8,770,493 19,114,007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和元年度 財政援助団体等監査結果報告書 

 

第１ 監査の種類 

   財政援助団体等監査（地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく監査） 

 

第２ 監査の概要 

１ 監査実施日 

  令和元年１１月２６日（火） 

 

２ 監査の対象とした団体・所管部局（課） 

（１）財政援助団体監査 

団 体 名 補 助 金 名 所管部局(課) 

公益社団法人 

栗原市シルバー人材センター 
栗原市シルバー人材センター事業補助金 

商工観光部 

産業戦略課 

 

（２）公の施設の管理受託団体（指定管理者）監査 

団 体 名 対 象 施 設 名 所管部局(課) 

公益社団法人  

栗原市シルバー人材センター 
栗原市栗駒高齢者地域福祉施設 

市民生活部 

社会福祉課 

 

３ 監査の範囲 

平成２９年度及び平成３０年度における補助金、指定管理に係る出納その他の事務 

の執行状況 

 

４ 監査の方法 

  事前又は当日に提出（提示）を求めた所管課及び団体の関係書類等をもとに、交付 

された補助金及び指定管理に係る出納、その他の事務の執行が適正かつ効率的に行わ 

れているか等に主眼を置いて試査・照合し、その事務処理の適法性等を検証しました。 

  なお、監査にあたっては、所管課の担当職員及び団体の責任者等から説明を聴取し、 

実施しました。 



 

 

第３ 監査の結果 

  平成２９年度及び平成３０年度における当該財政援助等に係る出納その他の事務の

執行については、おおむね適正かつ効率的に執行されているものと認められました。 

なお、監査の過程で見受けられた事務処理上の留意事項は、別途通知しています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１ 監査時において所管課に提出（提示）を求めた関係書類等 

（１）補助金交付申請書類の写し 

（２）補助金交付決定通知書の写し 

（３）補助金実績報告書類の写し 

（４）補助金額を決定した関係書類等 

（５）指定管理者協定書の写し 

（６）指定管理者協定書に係る事業報告書の写し 

（７）指定管理料を決定した関係書類等 

 

２ 監査時において団体に提出（提示）を求めた関係書類等 

（１）株主総会議案書 

（ア）沿革 

（イ）組織図 

（ウ）経営方針書 

（エ）経営計画書・予算書 

（オ）営業報告書・決算報告書 

（カ）貸借対照表 

（キ）損益計算書 

（ク）部門別実績内訳表 

（ケ）財産目録・固定資産台帳 

（２）経営分析資料等 

（３）定款、諸規程、会計細則 

（４）役員関係書類（名簿等） 

（５）出納関係の帳票等 

（６）経営分析関係の帳票等 

（７）監事監査の実施関係書類 

（８）株主総会、取締役会の会議録等 

 

 

 



 

 

公益社団法人栗原市シルバー人材センタ ー 

 

団体の概要 

１ 設立年月日 

平成２４年４月１日 

 

２ 設立目的 

合併前の町村において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき高年齢者

就業機会確保事業として組織されたシルバー人材センターは、鶯沢町が平成１０年７

月、若柳町が平成１３年４月、高清水町が平成１４年１１月、瀬峰町が平成１５年１月、

栗駒町が平成１５年５月に設立された。 

平成１７年４月の市町村合併に伴い、１市町村１組織を原則としているシルバー人

材センターを統合し、社団法人栗原市シルバー人材センターが設立され平成２４年４

月に公益法人に移行された。 

シルバー人材センターは、高年齢者が働くことを通じて生きがいの充実と福祉の増

進を図るとともに、活力ある地域社会づくりに貢献することを目的に平成２７年度

から派遣事業を導入し、現在は請負事業と派遣事業を実施している。       

また、平成１８年９月から栗原市栗駒高齢者地域福祉施設の指定管理者として建物の

維持及び管理運営を行っている。 

 

３ 事務所の所在地 

  栗原市若柳字川南戸ノ西４番地（栗原市若柳多目的研修センター内） 

 

４ 組織（令和元年９月３０日現在） 

（１） 会員数   ５５６人 

（２） 役員数    １４人（理事長１人、副理事長１人、常任理事（兼事務局長） 

           １人、理事９人、監事２人）  

（３） 事務局職員数  ６人（事務局長（兼常務理事）１人、業務主任２人、経理 

           主任１人、業務主事１人、就業開拓指導員１人） 

 

５ 事業概要（栗原市シルバー人材センター定款第４条に掲げる事業） 

（１）   臨時的かつ短期的な就業（雇用に盛るものは除く。）又はその他の軽易な 

業務に係る就業（雇用によるものを除く。）を希望する高年齢者のために、これ

らの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。  



 

 

（２）   臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業（雇

用によるものに限る。）を希望する高年齢者のために、職業紹介事業または宮

城県シルバー人材センター連合会が行う一般労働者派遣事業を行うこと。 

（３）   高年齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就

業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。 

（４）   高年齢者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る 

就業を通じて、高年齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために必

要な事業を行うこと。 

（５）   前４号に掲げるもののほか、高年齢者の多様な就業機会の確保及び地域社会、

企業等における高齢者の能力の活用を図るために必要な事業を行うこと。 

（６）   その他目的を達成するために必要な事業を行うこと。 

 

６ 事業実績（平成３０年度） 

区 分 契約件数 就業延人員 契 約 金 額 

請負事業 5,093件 47,552人 242,094,000円 

派遣事業 28件 8,053人 35,946,000円 

合 計 5,121件 55,605人 278,040,000円 

 

７ 補助金の状況 

平成２９年度及び平成３０年度に栗原市から交付された補助金 

補  助  金  名 平成２９年度 平成３０年度 

栗原市シルバー人材センター事業補助金 10,431,000円 10,741,000円 

 

８ 公の施設の指定管理の受託状況 

施  設  名 指定管理の期間 指定管理料 

栗原市栗駒高齢者地域福祉施設 
平成 26年 4月 1日 

～平成 31年 3月 31日 
16,697,000円 

  ※指定管理料の金額は、協定書で定めた指定期間内の管理料総額を表記。 

 

 

 

 



 

 

令和元年度 財政援助団体等監査結果報告書 

 

第１ 監査の種類 

   財政援助団体等監査（地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく監査） 

 

第２ 監査の概要 

１ 監査実施日 

  令和元年１１月２８日（木） 

 

２ 監査の対象とした団体・所管部局（課） 

財政援助団体等監査 

団 体 名 補 助 金 名 所管部局(課) 

栗駒高原森林組合 

栗原の森林づくり支援事業補助金 
農林振興部 

農林畜産課 
栗原市民有林造成事業補助金 

栗原市森林整備地域活動支援交付金 

 

３ 監査の範囲 

平成２９年度及び平成３０年度の補助金に係る出納その他の事務の執行状況 

 

４ 監査の方法 

  事前又は当日に提出（提示）を求めた所管課及び団体の関係書類等をもとに、交付 

された補助金等が当該団体において正しく受け入れられ、その目的及び条件に従って 

執行されているか等に主眼を置いて試査・照合し、その事務処理の適法性等を検証し 

ました。 

  なお、監査にあたっては、所管課の担当職員及び団体の責任者等から説明を聴取し、 

実施しました。 

 

第３ 監査の結果 

  平成２９年度及び平成３０年度における当該財政援助に係る出納その他の事務の執

行については、おおむね適正かつ効率的に執行されているものと認められました。 



 

 

１ 監査時において所管課に提出（提示）を求めた関係書類等 

（１）補助金交付申請書類の写し 

（２）補助金交付決定通知書の写し 

（３）補助金実績報告書類の写し 

（４）補助金額を決定した関係書類等 

 

２ 監査時において団体に提出（提示）を求めた関係書類等 

（１）沿革 

（２）組織図 

（３）事業計画書 

（４）予算書 

（５）事業報告書 

（６）決算書類（３ヵ年分） 

（７）定款、諸規程 

（８）役員関係書類（名簿等） 

（９）事務分担表 

（10）出納関係の帳票等 

（11）補助金、交付金の交付申請書及び実績報告書作成根拠資料 

（12）監事監査の実施関係書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

栗 駒 高 原 森 林 組 合 

 

団体の概要 

 １ 設立年月日 

平成１４年３月１日 

 

２ 設立目的 

   栗駒高原森林組合は、自己資本の充実や積極的な事業推進等を図り、協同組合とし

て自立体制を確立するため、平成１４年３月に栗原森林組合と栗駒森林組合が合併

し、設立された。 

本組合は、組合員が協同して経済的社会的地位の向上及び森林の保続培養、森林生

産力の増進を図り、地域産業の発展に寄与することを目的とする。 

 

 ３ 事務所の所在地 

   栗原市栗駒桜田街道西１１番地９６ 

 

 ４ 組織（令和元年６月１日現在） 

（１） 組合員数 １，７３８人（総代数２００人） 

（２） 役員数   １４人（代表理事組合長１人、副組合長１人、理事９人、監事３人） 

（３） 職員数   １９人 

（４） 現場技能者 ４２人 

 

 ５ 事業概要 

   栗駒高原森林組合は、指導部門、販売部門、加工部門、森林整備部門の４部門の業

務を行っている。 

平成２４年度から森林所有者と長期委託契約を締結し、森林経営計画を策定、平成

３０年度の年間素材生産量は１３，１６０㎥、安定品質・安定供給・安定価格で組合

員の経済的利益の向上を図っている。 

平成２８年度から５ヶ年計画の新系統運動「JForest森林・林業・山村未来創造運

動」、「中期経営計画」の方針を「森林組合として目指すべき理想像（経営ビジョン）」

とし、令和２年度目標値の森林経営計画策定面積１，０５４ha、素材生産量１６，０

００㎥、新植面積５０ha、事業総収益６億円を目指し、森林組合員の経済的社会的地

位の向上等に努めている。 



 

 

また、次世代に向けて森林の若返りを図るため、主伐から再造林の一貫作業を明確

に提案し、主伐地に対する確実な再造林を行うほか、全国的に山行苗木が不足してい

ることから平成２９年度より本格的にコンテナ苗木生産の養苗事業に取り組んでいる。 

 

≪平成３０年度の事業実績≫  

事業取扱高（事業収益） ４８１，４３４千円 

(１) 指導部門         ７３７千円  

  森林まつり、各種講習会、労働力対策、後継者育成等 

(２) 販売部門   １２１，５６１千円 

① 販売事業 一般用材等１１，１１７㎥     １０７，９１７千円 

② 林産事業 請負林産収入等              ２７，４７３千円 

※ 林産事業の取扱内容は、受託林産では主に間伐事業、買取林産では皆伐立

木の買取りを行っている。 

(３) 加工部門     １，０４４千円 

  薪等の加工販売(低質材有効利用：キャンプファイヤー用等)５，０５０本 

(４) 森林整備部門 ３５８，０９２千円 

① 森林造成事業 

植付４８ｈａ、下刈２９９ｈａ、除間伐１５７ｈａ、保育間伐１３６ｈａ、

生物害防除１３３ｈａ、作業道工事（新設・修理）１７，４７０ｍ                

２６９，１６０千円 

② 重車両利用、造林補助金取扱、病虫害防除、公園管理事業、緑の雇用育成等                  

４８，２１３千円 

③ その他（事業物資売上・生活物資売上・養苗事業等）                    

                    ４０，７１９千円 

 

  ６ 補助金の状況 

平成２９年度及び平成３０年度に栗原市から交付された補助金  

                                  （単位：円） 

補  助  金  名 平成２９年度 平成３０年度 

栗原の森林づくり支援事業補助金 

栗原市民有林造成事業補助金 

栗原市森林整備地域活動支援交付金 

9,763,000 

216,809 

4,257,520 

10,939,000 

22,196 

4,560,000 

合     計 14,237,329 15,521,196 

 


